
新潟家庭裁判所委員会(第１８回)議事概要 

 

                           新潟家庭裁判所委員会 

 

第１ 日程等 

 １ 日時 

   平成２４年６月１８日（月）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 ２ 場所 

新潟家庭裁判所大会議室 

 ３ 出欠状況 

   委員の出欠状況は，別紙のとおり 

 ４ 傍聴者 

なし 

第２ 議事 

 １ 家庭裁判所と災害について（意見交換） 

意見交換に先立ち，裁判所出席者が，パワーポイントにより，「新潟家庭 

裁判所防災計画の流れ」，「新潟家庭裁判所における防災計画」及び「事件 

関係部署における行動指針」を説明した。 

（委員長） 

裁判所の方から防災計画の流れ，防災対策の概要，大規模災害時における業 

 務継続計画等について説明してもらいましたが，質問や意見はありませんか。 

（学識経験者委員Ｆ） 

  きちんと出来ていると思いますが，この計画を作られたときに，防災のプロ 

の目を通して作ったものなのか，あるいは，一生懸命庁内で考えて作られたの

ですか。われわれの職場も，組織内で真面目に計画等を考えてはいるものの，

どこかに穴があるのではないかと常に不安に思っておりますので，こういう計

画は，プロの目が入っているのかどうかという点をお聞きしたいと思います。

それから，実際の訓練ではなく，例えば，水曜日の午前１１時くらいに大地震

が起きて交通手段等が機能しなくなったときに，調停事件等で来庁している当

事者の方々が何人いて，調停委員及び職員がどのくらい在庁し，その場合，避
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難するにはどういう形でやるのか，あるいは帰宅困難になった場合にはどうす

るのか，シミュレーションをなさっているのであれば，ご紹介いただきたいと

思います。それから，これは素人の印象に過ぎませんが，この間の地震のとき

に当事者の方々と連絡を取ったとのことでしたが，これは結構大変だったので

はないでしょうか。例えば，マスメディアを使って周知する方法は考えられる

のかどうか。電話等の通信手段は，大きな地震の時には，ほとんど使えなくな

ると思います。その時に，裁判所としてどのように対応するのか，必ずしも１

対１で個別の情報提供をしなくてもよいのではないかと思いますので，どのよ

うにお考えになっているのかお聞かせください。 

（委員長） 

  ちなみに，Ｆ委員の職場で作成された防災計画は，プロの目は通っているの

でしょうか。 

（学識経験者委員Ｆ） 

  部内に専門家がいますので，最終的にはプロのスタッフが目を通すことにな

ると思います。 

（学識経験者委員Ｃ） 

  ３．１１の大震災のときの新潟は，どれくらい通信が確保されていたのです 

か。私は東京にいましたが，午後３時から夜中の１２時くらいまでまったく通 

じませんでした。メールも送受信できない状況でしたが，これは２つ要素があ

って，１つは中継地がやられるなどのハード系です。これは被災地などがそう

です。もう１つは東京みたいに人がソフトとして利用しすぎて，オーバーフロ

ーになって使えなくなる。この２点があって，ハードがやられてしまうのは致

し方ないと思うのですが，ソフトの場合だと，１日２日経てば，だいたい沈静

化してきて繋がるようになる。とはいえ，緊急時にどうやって連絡を取るのか

です。放送業界では，衛星を使った電話が一番繋がりやすいのですが，これも

利用者が少ないだけの話で，これが有効だとなった時に，経費が高いのでなか

なか難しいのですが，皆さんが使うようになったらたぶんこれもパンクするだ

ろうと思います。私はよく冗談半分で言うのですが，最後はもう伝書鳩しかな

いと。それくらいちょっと突き詰めて考えないといけないのではないかと思い

ます。防災計画はどの計画もそれなりによくできていますが，想定外が必ずあ

- 2 - 



るはずなのです。原発関係者の方とお話ししたときに，３．１１の大震災を受

けて，高さ１６メートルの津波用の壁を作るから大丈夫ですという話をするの

ですが，高さ１８メートルの津波が来たらどうするのかという話を私がしても，

技術者の方は，過去の例からみても高さ１６メートル以上の津波は来ないはず

だという話で落ち着いてしまうのです。要は，想定外にどう対処するのかだと

思います。最終的には私は人力しかないと，機械に頼ることを外したときのイ

メージを持っていないといけない。マニュアル通り行くときはいいのですが，

マニュアルを超えたときにどうするのか。少なくとも３．１１の大震災を前提

とするならば，想定外の事態もあるはずです。私はちょっとわからないのです

が，信濃川がどれくらいの津波で氾濫するのか。高さ１０メートルくらいの津

波が来た場合，たぶん新潟島自体が水没すると思うのですが。 

（学識経験者委員Ｂ） 

  その可能性はあると思います。 

（学識経験者委員Ｃ） 

例えば，避難というカテゴリーを取っても，机の下に入るという避難が第一

段階だとすると，家庭裁判所でどこまで責任を負わなければいけないのか。建

物の外に避難してもらうまでが責任なのか。そうではなく，安全な場所，避難

区域まで誘導することを使命としているのか。また，例えば，手錠をした人を

そのまま放置していて本当にいいのか，３．１１の大震災レベルのことが起こ

った場合，避難のときに，そのまま放置しておくと，命にかかわる問題になり

ます。そこまでの緊急避難をどの程度考えているのか。それから，備蓄等のこ

とを考えたとしても，最後はもうヘリコプターしか来ないのです。道路はダメ

になるし，たぶん車では動けない，緊急車両が来るから入り口を止められてし

まう，そういう交通規制がかかるとなると，やはりヘリコプター，空からの手

段をどれくらい計画に組み入れているのか。そういうことが教訓としてあると

思います。 

（委員長） 

  いろいろな意見が出ましたが，現実にどうだったのかということで，まず， 

３．１１の大震災のとき，ここの新潟管内の通信の関係はどうだったのでしょ

うか。あるいは，首都圏あたりではどのようであったのか聞いておられるか，
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その辺はおわかりになりますか。 

（学識経験者委員Ｃ） 

  皆さんのご体験で，３．１１の大震災のときに新潟がどのくらい揺れたので

しょうか。揺れたときに，例えば，自宅の家具は壊れていないか，通信手段は

どうだったのかということです。 

（学識経験者委員Ｂ） 

  その当時は上越市にいましたが，私の知る限りでは，支障はありませんでし

た。 

（学識経験者委員Ｃ） 

  揺れたのですか。 

（学識経験者委員Ｂ） 

かなり揺れました。気持ち悪いくらい揺れました。 

（学識経験者委員Ｆ） 

  ３．１１の大震災のときは，ほとんど被害はなかったと思いますが，２００

４年の地震の時には，地震直後から携帯電話は完全にストップ，メールもスト

ップ，ただ，職場の構内に１つだけあった電話ボックスが通じましたので，そ

れを使って連絡を取りました。 

（学識経験者委員Ｃ） 

 現在の一番の穴は携帯電話です。ビッグスワンに行って，試合中にみんなが

一斉に携帯電話を使って電話をしようとすると，絶対繋がらない状況になると

思います。それと同じで，携帯電話があまりにも利便性があって日常的に馴染

みすぎているので，携帯電話以外の連絡方法みたいなものを確立しておかない

といけないのかと。テレビ局も緊急訓練を行うのですが，結局通信手段を衛星

電話としておきながら，実際の訓練中は携帯電話を使ってしまったりするので

す。でも，それは震災が来たような状況になったときに，使えないアイテムに

なってしまうのです。ただ，携帯電話に代わるものがなかなか見つかっていな

い。先程も言いましたが，衛星電話くらいしか今のところなく，マスメディア

等を使う話も，使える段階では大いに使うべきかなと思いますが，例えば，放

送局があったとしても，受け手がまったく機能せず，マスメディア自体が使え

なくもなる。テレビ局はそこそこ何とか電波が出せるくらいのところでふんば
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ったとしても，ご家庭の受け皿であるテレビが壊れているから観られない，電

源が来ていない。そうなるとワンセグを利用するとしても，ワンセグとどうや

ってつなげていくのか，放送局を媒介にしてワンセグ等で情報をどうやって伝

達していくのか，というような方法も一考の余地はあると思います。 

（委員長） 

  ３．１１の大震災のあと，実際には，通信手段が回復するまでにどの程度の 

時間を要したのですか。 

（学識経験者委員Ｃ） 

  基地がやられると相当時間がかかります。とりあえずアンテナが付いている

車で移動臨時基地を作って，そこで通信手段の回復を待って，それから，ハー

ド部分を直していく。一番有効だったと各所から聞くのは，例えばテレビが観

られないときは，ワンセグ，それからツイッター系です。いわゆるツイッター，

ソーシャルメディアで情報を交換する。そこにメディアも少し乗っかって，通

常はやらないのですが，一番有効だったのはマスコミの情報をツイッターに落

とし込んで，そこでみなさんに知らせる，この方法が一番伝わりやすかった，

早く伝わったみたいです。 

（学識経験者委員Ｂ） 

  私も確か新聞記事で読んだと思ったのですが，ああいう災害のときには，固 

定電話とか携帯電話とかよりもインターネットが案外，施設さえ大丈夫であれ 

ば，一番丈夫で頼りになるらしいです。 

（委員長） 

  私も水戸の話を聞いたことがあるのですが，直後はまったく通信手段が使え 

なかったと，携帯電話や緊急電話も使えない，何も使えない，唯一使えたのが

昔のタイプの公衆電話だったそうです。 

（学識経験者委員Ｃ） 

 新聞社の方が言っていましたが，輪転機がやられてしまって，紙も来ない。 

被害状況とか，情報は取れるが新聞として発行できる状況ではない。情報はあ

るけれども伝える方法とか，たぶん人を集める最初の手段としての情報の収集

の仕方というのは，研究する余地があると感じます。 

（委員長） 
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 この辺について，現在の段階で裁判所として，通信の方法についてどのよう

に考えていますか。 

（裁判所出席者） 

  伝言ダイヤルが有効だという話を聞きましたので，当初はそれを利用するこ 

とを考えていたのですが，会社とか組織は使用しないでほしいということを言 

われましたので，現在，いろんな方法を考えなければいけないと思っています。 

 むしろ，お知恵がありましたらお聞かせ願いたいという状況です。 

（委員長） 

  期日変更等の当事者への通信の仕方については，裁判所の考えをどうやって 

知らせていくのか。ある程度時間が経ってから必要になってくると思うのです 

が，これについて有効な手段はありますか。３．１１の大震災のときは，期日

の変更等をホームページに掲載して周知したようですが，その辺はどうなって

いますか。先程の説明だと庁舎の前に貼り付けるという話もありましたが，庁

舎の前に貼っても当事者が庁舎まで来ることができない可能性が高いです。 

（学識経験者委員Ｃ） 

  それどころじゃないです。 

（委員長） 

  そうすると，何か他の手段でいい方法がありますか。 

（学識経験者委員Ｄ） 

  私もよくわからないのですが，災害時に，どうしても家庭裁判所がやらなけ 

ればならない業務，これを補完するというのがまず第一だと思います。私たち

も常に災害支援をしていまして，東日本大震災のときにも日本看護協会という

大きな組織を通じて，まずは東京に行ってからバスをチャーターして現場へ行

ったのですが，そこで何もないところで何をするのかは，そこに行った看護師

がその場の状況でいろいろな事を考えて判断する，医師がいれば医師に確認す

るなどいろんなことをやるわけです。まず，災害に遭ったときに，最終的に何

をしなければならないのか，本当に伝えなければならない人が何人いるとか，

そういうのがまず決まってくると思うのですが，家庭裁判所にとっては何なの

だろうというのが私にとっては疑問なのです。いかがでしょうか。 

（委員長） 
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  先程の説明だと，地震が起きた直後の段階と，それから揺れが収まって落ち 

着いた段階，３時間くらい経った段階，地震後一日の段階という場面にわけて 

裁判所は検討していたようです。その中で，一番大事なのは，まず大地震が起

きた直後の段階なのでしょうか。 

（学識経験者委員Ｃ） 

 ３．１１の大震災のときの気仙沼の家庭裁判所であれば，そのときに何をし 

なければならないのかということです。こんなことはしなくていいから命を大

事に，みんな逃げろという話です。抱えている事件はとりあえずフリーズして，

個人の命を確保することが命題になってくると思います。例えば，最初に広報

しておく，どういう表現がいいのかはわからないのですが，震度７の地震が起

きて機能が麻痺した場合は１か月もしくは２か月は裁判の進行を止めると，予

め事前に宣言しておく。おそらく，どんな状況でも業務を遂行するということ

をどうしても大事にしていくと，なかなか解決策がない状況なのだろうという

感じはします。 

（委員長） 

  今のご意見について何かございますか。 

（学識経験者委員Ｅ） 

  今までの話を聞かせていただいて思ったのですが，はっきり言って新潟県は

災害常習県です。大規模災害という言葉と広域災害という言葉が出ていますが，

地震ばっかりが大規模災害ではなく，風水害でも大規模災害という言葉は使う

のです。どこまでをターゲットにしているのか，全県なのか何なのかよくわか

っていない部分があります。この庁舎だけが機能回復を図ればいいのか，ここ

に来られる方が災害弱者だから，子供さんだから特段力を入れるとか，そうい

う前提がまったくない中で「大規模災害」と言われても，聞いてる側としては，

何をもって大規模なのかと思います。例えば，原子力災害も大きな災害という

形で県はいろいろ対策等を作ったりしております。風水害でも，この間の竜巻

でも大きな災害です。私たちの場合は山を相手にしていますが，山は最も情報

が遅いのです。災害が発生したという情報が入ってくるのも遅いし，伝わるの

も遅い，そういったタイムラグに対して，３時間以内などというのは町場だけ

のことです。裁判所の説明で，庁舎から何キロかのエリアの人だけが３時間以
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内で自主登庁するという部分，どういう登庁体制を取っているのか，また，現

に勤務中に災害が起きたときの対応というのは，それぞれの組織体があれば何

を優先するのかはだいたいわかるものですが，災害は休日とか夜間に発生する

ケースが多いようなので，そのときはどうか。先程，形骸化という言葉が出ま

したが，形骸化という言葉はちょっとなじまないと思います。昔の災害と今の

災害の何が違うかと言うと，多少規模の大きさが違うにしても，かえって現在

の方が伝達手段は良くなっており，形骸化という言葉ではなく，想定外の内容

が多いので対応が遅れるという部分があるのではないかと思います。そういう

ことを経験して，立派な対応マニュアルができたとすれば，それは決して視覚

に訴えるというようなことではなく，徹底したマニュアルを作る，それが風水

害であっても大規模な地震・災害であっても津波であっても， そういうあらゆ

ることに対応できるだけの対策マニュアルができたときに，後はどういう手段

で利用者にお伝えするのかは，またこの組織体で考えればいいのだろうと思い

ます。あまり「大規模災害」と声高に言うのではなく，飽くまでもこの庁舎が

機能麻痺に陥ったとき，そこにいた職員やお客様に対する対応とか，逆に土日

の場合はどうか。何とか機能を維持させるということになれば，それなりの対

応と言いますか，判別やらいろいろなやり方を検討しないといけない。そうい

う対応まで踏み込むのかどうか。国には全国防災計画があって，県レベルで言

えば，県の地域防災自主計画があって，風水害編とか原子力災害編とか，分厚

い計画がいくつもあるわけです。地家裁という部分でどういう計画を作るかは，

まさにそこで創意工夫が出てくるのでしょうし，あとは各職員を集めて組織体

の中で，自主防災も含め，避難対策，一次災害を防ぐ，二次災害を防ぐという

ことで十分検討ができると思っています。ただ，定義をしっかりしないと，ピ

ンボケするということです。 

（委員長） 

 一番考えやすいのは，この庁舎で大地震が起きた場合に，何を裁判所が一番 

大事にしていったらいいのか，裁判所に来ている人達に対する問題はどうする 

のかを議論した方がかみ合うかもしれません。 

（学識経験者委員Ｃ） 

  データのバックアップは，常日頃どうやっているのですか。データはここだ 
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けで処理していて，震災が来たときに消滅してしまうという危険性をどうやっ 

て回避するのかも考えなければいけないと思います。表現は申し訳ないですけ 

れど，この建物がつぶれて職員の方々にご不幸があったとしても，どこかで家 

裁の仕事を引き継がないといけないわけで，その基となるデータをちゃんとど 

こかで保管しておく必要があると思います。 

（委員長） 

  この点について，裁判所側として返答できますか。 

（裁判所出席者） 

  毎日，データのバックアップ作業は行っています。 

（学識経験者委員Ｃ） 

  データのバックアップを取ることと，それをどこで保管するのかです。サー

バーを例えば東京に置くのか，大阪に置くのか，よくわからないのですが，地

域からある程度離れたところ，要するに，同時に起こり得ることが想定できる，

例えば新潟市の中で，ここから西区辺りにデータを置いておいたとしても，ち

ょっとした規模の震災の直撃を受けた場合にデータがなくなるという懸念があ

ります。どういう形でフォローするのでしょうか。 

（裁判所出席者） 

  データ等のＩＴ関係ですが，裁判所におけるシステムの最適化について最高

裁判所の方で，裁判所全体として考えているところで，そういう途上のところ

にあります。 

（学識経験者委員Ｄ） 

  少し話がぶれるかもしれませんが，各委員から出た意見を聞いて思いました

のは，家庭裁判所ですぐに命がどうのこうのということはないのではないかと

いう気がしました。例えば，手錠だったら外すとか，それこそ自分の命を守る

ために逃げていただかなければならないし，データとかも今おっしゃられたよ

うに，予めきちんと確保できるような形に早めにしてもらわないといけないと

いうのがあるのですが，テレビのニュースを観てたり災害を見ていまして，直

接関連があるかどうかちょっと自信がないのですが，家裁と一番関連づけたの

が，両親を亡くされた子どもさんが相当数おられたということです。その方た

ちが災害の中でどう生き延びてきたとか，家族とか親戚とかがいらっしゃれば

- 9 - 



まだいいのですが，たぶん児童相談所と連携を取りながらいろんな形で落ち着

いて，仮の，住む所が転々としたりしていったのではないかと思うのですが，

そういう方への対応も関連してくると思っていいのでしょうか。それともまっ

たく関係ないのですか。 

（委員長） 

  例えば，子どもさんが両親を亡くされて一人になってしまったような場合， 

おそらくその後の段階で，後見人が必要です。どなたか未成年後見人になって 

くださいというような申立てがあったときに，家庭裁判所の問題になってくる 

だろうと思います。 

（学識経験者委員Ｄ） 

  この１年とか半年とか，それくらいの時期には，家庭裁判所はあまり関係な

いのですか。 

 （委員長） 

  もうすでに震災孤児のような方がおられますので，そういった方に対して， 

未成年後見人をつけて欲しいという申立ては出ているのだろうと思います。 

（学識経験者委員Ｄ） 

  ここが被害を受けたときに，そういう子どもさんたちが早めに安全で安心で 

きる所に措置して差し上げるということが一番先に頭に浮かんだのですが，そ

ういう対応は本当に一刻を争うことになるのかなと思いまして，今日は児童相

談所の方が欠席でいらっしゃるようですが，たぶん，児童相談所が第一義的に

対応されると思うのですが，そんな対応も早めに立ち上げられるのかなという

のが非常に気になったところでした。一番かわいそうというか，早く何とかし

てしてあげたい人の筆頭だったものですから。 

 （委員長） 

 庁舎に来ておられる方で，例えば少年事件で現に身柄が拘束されている人，

あるいは，調停事件で来ておられるお年寄りの方や小さいお子さんを連れて来

ている方もいるかもしれません。そういった現に裁判所に来ておられる方々に

対する問題をどういうふうにするのか，その辺のところは先程も若干説明はあ

りましたが，具体的に少年事件の場合は，現に審判中，あるいは観護措置手続

中の少年に対してはどういうふうにするのか，改めて説明をしてもらえますか。 
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（裁判所出席者） 

  身柄事件でない一般の方，在宅の少年は，通常は保護者の方と一緒に来庁し

ますが，この方たちについては一般来庁者と同じような避難経路になると思い

ますので，本部の指示に従って，すぐに外に出ていいのかどうか，または交通

の関係がどうなっているのかという情報をお伝えして，出られる状況であれば，

帰宅していただくことになると思います。身柄事件の少年につきましては，先

程手錠のところでも少しお話しましたが，通常は少年鑑別所に身柄を拘束され

ている少年ですので，審判がその段階で打ち切られるというようなことになり，

少年鑑別所の職員が連れて戻られるのであれば，連れて戻ることになりますし，

道路が危険な状態であれば，やはり裁判所の中にとどまって，危険が去るまで

は庁舎内にいていただくということになろうかと思います。大きな枠組みとし

てはそのようになるかと思います。 

 （委員長） 

  この点は，検察庁の方は，同じような問題があると思いますが，何か考えて 

おられますか。 

 （法曹委員Ｇ） 

  この場では即答できませんが，災害の対応というのは当然考えてはいます。 

（学識経験者委員Ａ） 

  私は家事調停委員として非常勤ではありますが，ここで勤務することがあり 

まして，３．１１の大震災のときもこの庁舎内におりました。そのときは家庭 

裁判所庁舎内の調停委員室という部屋にいたのですが，そういう経験も踏まえ 

てちょっとお話したいのですが，マニュアルができるのは飽くまでも私たちの

想定内の範囲でしかできないので，それ以外のこととなると，その場の人間の

判断力でやるしかないと思っています。大規模災害に備えつつも，大規模とい

われなくてもいろいろな災害があったときに，どういうふうに対応するのかと

いうマニュアルは絶対に必要だと思っていまして，３．１１の大震災のときも

非常に不安を覚えました。 どう自分が動くべきかということがまったくわから

なかったのです。たまたま私は調停室にはいませんでしたので，当事者の方と

は対峙していなかったのですが，ほかの調停委員の話を聞くと，調停室内にい

るべきか，それとも出るべきか，非常に悩まれたということでしたので，そう
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いうときに全館に何か指示が出るのかどうか，まあ揺れてるときは職員の方も

動くことができないにしても，ちょっと揺れが収まったときにでも，そのまま

とどまってくださいと言うのか，外に出てくださいという指示をするのか，何

かそういう指示があってもよかったのではないかということ，それから，落ち

着いたときには，どういう状況で起こっているかとか，来庁者は何もわからな

いわけです。ラジオを持っていらっしゃるわけでもないし，テレビを観てるわ

けでもないし，あのときの状況では，新潟ではちゃんとテレビもラジオも受信

可能でしたので，どなたかが受信したら，状況を一応庁舎内にいる方に全部知

らせる，公共交通機関がどうなっているというような情報を出す等があっても

いいのではないかと思いました。あの地震だけではなくて，大きな水害という

ときもありまして，交通機関が乱れてる，雪で今日は交通機関が乱れていると

いうような場合については，少なくともそのときに来庁している方々には，そ

ういう情報があったらどこかに貼り出すなりアナウンスするなり，今そういう

状況になっていますというようなことをお伝えすれば，それに応じて庁舎から

出るときに自分がどう行動するかを決めて出て行かれるのではないかと思いま

す。裁判所の機能としては，決して災害時に何か裁判所が積極的に援助等をす

るところではないので，当日のマニュアルというか，当日ここにいる人たちを

どう守るのかということを決めておけば，あとは次の，例えば裁判とか調停の

期日をどう知らせるかについては，通信手段が回復してからでいいのではない

かと思います。来る方も別に今裁判を開いてもらわないと命に関わるわけでも

ありません。裁判所に対して問い合わせの電話をしても通じないのであれば，

裁判等はできないと思ってくださるでしょうし，そこのところはある程度の規

模を伴う災害時の内部のことを決めておけば，想定を超えたときにどうするか

というところまでは決まっていなくても私はいいのではないかと思っていま

す。ただ，起こったときに当日庁舎内にいる方のための情報提供は必要かと，

それから，最も大事なのは重要な書類の確保です。紛失・消失することがない

ように，それが一番大事な使命ではないかと感じております。 

 （委員長） 

  先程，シミュレーションをして具体的に検討したものかどうかという質問が

ございました。家庭裁判所としては全体的な避難訓練は一度行っているところ
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ですが，そのときは何かシミュレーションをして行ったのでしょうか。 

（裁判所出席者） 

  防災訓練は，調停中だというシミュレーションで行いました。防災訓練は実

際には来庁者が多いとなかなか行えないものですから，訓練を行ったのは朝の

時間ですが，シミュレーションの中では昼の時間という設定でした。また，あ

るフロアではケガ人が発生したということで訓練をいたしました。防災訓練は

シナリオを作ってしまうと訓練にならないので，詳細には作りませんでしたが，

何階にケガ人がいて，本部にケガ人がいることを連絡して，本部が指示を出し

た，というような形で防災訓練ではシミュレーションをしました。 

 （委員長） 

  続いて，防災のプロの目を通して作ったのか，プロの目が反映されているの 

かという点についてはどうですか。 

（裁判所出席者） 

  プロというとなかなか難しいわけですが，裁判所の事務局会計課では，庁舎

管理の業務もやっております。それがプロと言えるかどうかというのはありま

すが，そういう庁舎管理の担当者，それから，そういう業者とも関連する部署

の職員も中に入れて意見を聞いたり，事件部の立場から，事件部の動きで実際

にこういう場面があるということを確認しつつ，庁舎管理の部署の意見を踏ま

えて作っていったというような形です。ですからプロの段階というとそんなに

高くはないですが，ある程度はそういった担当者の意見も踏まえて作っていま

す。 

（委員長） 

  これまでいろいろ出ましたが，議論すると幅が広くてなかなか焦点を絞りに 

くいというところですが，まず，来庁者に対して，どのように対応するのかを 

裁判所としては考えなければならないという点，それから，データ，これは情 

報社会の中ですので，データの確保というのは，事件記録等も含めてどのよう 

に対処するのか，そして一番の問題は，やはり通信の確保という問題が大事に 

なるということでしょうか。これらについてもいろいろな提案と，アイデアを 

をお聞きいたしました。そういったことで，これからまだ，なお，対策にはい

ろいろな意見を聞きながら積み重ねていかなければならないというふうに思い
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ますが，今日出ましたご意見は非常に貴重なものとして，また裁判所の参考に

していただきたいと思います。 

時間の関係で，本日はこの程度にさせていただきたいと思います。何か最後

にご意見がありましたら伺いたいと思います。 

（学識経験者委員Ｂ） 

  今まで，ここの庁舎が残るということを前提に話を進めている感じがします。

しかし，新潟地震の時には，陸上競技場の周辺が液状化現象や２メートル近い

津波に見舞われたという話しを聞いたことがありますので，再度その当時と同

規模の地震に襲われた場合，この庁舎も孤立したり，水に浸かって使い物にな

らなくなる可能性が考えられます。 

  そこで，先程から再三話題として取り上げられているリスク分散の立場から，

家裁で管理しているデータや庁舎機能の分散を日頃から考えていただけるとあ

りがたいと思います。 

  例えば，庁舎機能の移転先としては，新潟大学の位置している辺りは海抜が

高いと思いますので，その近くにしかるべき施設が借りられるようであれば，

そこを仮庁舎として，津波の被害を気にすることなく仕事を続けることも可能

だと思われますので，検討してみたらいかがでしょうか。 

 （委員長） 

  ありがとうございました。これからこういったテーマで考えていく中で，他 

庁への協力や連携等もあると思いますので，裁判所には，今回出たご意見を参 

考にしていただきたいと思います。家庭裁判所と災害についてはこの程度で終 

了してよろしいでしょうか。それでは，何度も申し上げますが，本日の意見交

換の内容を踏まえて，今後の防災計画あるいは業務継続計画が充実して災害時

においても家庭裁判所が機能していけるように，家庭裁判所委員会として期待

したいと思います。 

 ２ 次回の話題事項 

 （委員長） 

  次回の話題事項については，協議の上，「家事事件手続法の施行に伴う家庭 

裁判所の広報について」協議することに決定 

第３ 次回期日 
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